
事
例

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て

公
営
住
宅

→
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法

別
表
第
一
に
記
載
あ
り

特
定
優
良
賃
貸
住
宅

→
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法

別
表
第
一
に
記
載
な
し

公
営

住
宅

と
は

（
公

営
住

宅
法

）
・
・
・

「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
協
力
し
て
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
に
足
り
る
住
宅
を
整

備
し
、
こ
れ

を
住

宅
に
困

窮
す
る
低

額
所

得
者

に
対

し
て
低

廉
な
家

賃
で
賃

貸
し
、
又

は
転

貸
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国

民
生

活
の

安
定

と
社

会
福

祉
の

増
進

に
寄

与
す
る
こ
と
を
目

的
」
と
し
た

住
宅

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

と
は

（
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

供
給

の
促

進
に
関

す
る
法

律
）
・
・
・

「
中
堅
所
得
者
等
の
居
住
の
用
に
供
す
る
居
住
環
境
が
良
好
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
優
良
な
賃
貸
住
宅
の

供
給

の
拡

大
を
図

り
、
も
っ
て
国

民
生

活
の

安
定

と
福

祉
の

増
進

に
寄

与
す
る
こ
と
を
目

的
」
と
し
た
住

宅

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

①
特

定
公

共
賃

貸
住

宅
（
特

公
賃

）

②
準

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

（
準

特
公

賃
）

③
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
（
特

優
賃

）

地
方

公
共

団
体

が
中

堅
所

得
の

フ
ァ
ミ
リ
ー
向

け
に
直

接
供

給
し
て
い

る
賃
貸
住
宅

地
方
公
共
団
体
が
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
用
途
変
更
を
行
い
、
多

子
世
帯
や
高
齢
世
帯
向
け
に
直
接
供
給
し
て
い
る
賃
貸
住
宅

民
間

事
業

者
が

、
国

土
交

通
省

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
賃

貸
住

宅
の
建
設
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
等

の
認

定
を
受

け
て
、
供

給
を
行

う
賃

貸
住

宅

公
営

住
宅

都
道

府
県

管
理

約
９
３
万

１
，
０
０
０
戸

（
九

州
・
沖

縄
・
山

口
約

１
１
万

５
，
６
０
０
戸

）

特
公

賃
・
準

特
公

賃
住

宅
都

道
府

県
管

理
約

１
万

２
，
８
０
０
戸

（
九

州
・
沖

縄
・
山

口
約

５
０
０
戸

）

【
入
居
条
件
等
】

・
入

居
者

の
所

得
条

件
（
法

第
２
３
条

、
施

行
令

第
６
条

）
→

２
５
万

９
千

円
以

下
（
低

所
得

者
の

場
合

１
５
万

８
千

円
以

下
）
で
条

例
で
定

め
る
額

・
入

居
の

選
考

の
際

に
世

帯
構

成
（
同

居
親

族
の

数
）
が

考
慮

さ
れ

る
（
法

２
５
条

、
施

行
令

第
７
条

）
・
家
賃
額
決
定
の
基
と
な
る
収
入
合
計
に
関
し
て
、
扶
養
親
族
の
年
齢
や
障
害
の
有
無
に
よ
り
控
除
が
行
わ
れ
る

【
入
居
条
件
等
】

・
入

居
者

の
所

得
条

件
（
法

第
３
条

、
施

行
規

則
第

７
条

）
→

２
５
万

９
千

円
を
超

え
て
４
８
万

７
千

円
以

下
で
条

例
で
定

め
る
額

等
・
入

居
は

、
原

則
抽

選
だ
が

、
世

帯
構

成
（
同

居
親

族
の

数
）
に
応

じ
た
特

例
あ
り
（
法

第
３
条

、
施

行
令

第
１
０
条

・
第

１
１
条

）

4
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地
方
公
共
団
体
の
特
公
賃
・
準
特
公
賃
住
宅
の
建
設
・
管
理
等
に
つ
い
て

１
建

設

※
写
真
掲
載
の
県
営
住
宅
（
大
分
県
）
で
は
特
公
賃
・
準
特
公
賃
以
外

の
住
宅
に
つ
い
て
は
、
公
営
住
宅
法
に
基
づ
く
住
宅

○
公

営
住

宅
と
間

取
り
等

の
条

件
が

異
な
る
住

宅
を
、
公

営
住

宅
と
同

じ
棟

や
敷

地
内

に
建

設
す
る
こ
と
が

多
い
。

→
 大

分
県
の
場
合
は
、
同
じ
棟
の
中
に
建
設

２
管

理
・
窓

口

○
管

理
に
つ
い
て
は

、
公

営
住

宅
と
同

一
管

理
者

が
行

い
、

申
請

に
つ
い
て
も
同

一
窓

口
と
な
る
こ
と
が

多
い
。

→
 大

分
県

の
場

合
は

、
大

分
県

住
宅

供
給

公
社

３
入

居
審

査

４
地

方
公

共
団

体
の

実
務

○
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

供
給

の
促

進
に
関

す
る
法

律
、
同

法
、
同

法
施

行
規

則
を
踏

ま
え
て
、
入

居
審

査
の

基
準

等
を

条
例

及
び
規

則
で
定

め
た
結

果
、
入

居
申

請
の

際
の

添
付

書
類

が
、
公

営
住

宅
の

場
合

と
同

様
。

→
 大

分
県

の
場

合
は

、
添

付
書

類
は

同
一

○
公

営
住

宅
法

に
よ
る
公

営
住

宅
の

所
得

条
件

を
上

回
る
場

合
な
ど

は
、
特

公
賃

の
入

居
を
勧

め
る
場

合
が

あ
る
。

入
居
の
際
の
添
付
書
類

1
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

2
世
帯
全
員
(1
6歳

未
満

の
者

を
除

く
。
)の

所
得
証
明
書

3
婚
約
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
書
類

4
申

込
者

又
は

同
居

す
る
親

族
が

身
体

障
害

者
等

で
あ
る
場

合
は

、
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写
し

5
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
納
税
証
明
書

6
別
居
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
書
類

7
申
込
者
及
び
同
居
す
る
親
族
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

○
「
公

営
住

宅
法

」
及

び
「
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

供
給

の
促

進
に
関

す
る
法

律
」
に
基

づ
き
地

方
公

共
団

体
が

建
設

す
る
賃

貸
住

宅
の

設
置

・
管

理
に
つ
い
て
は

、
同

じ
条

例
及

び
規

則
で
定

め
て
い
る
自

治
体

が
あ
る
。

→
大

分
県

の
場

合
は

「
大

分
県

県
営

住
宅

等
の

設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
条

例
」

○
両

方
に
基

づ
く
賃

貸
住

宅
の

入
居

者
の

管
理

等
に
つ
い
て
は

、
同

じ
情

報
シ
ス
テ
ム
を
使

用
す
る
こ
と
が

多
い
。

→
大

分
県

の
場

合
は

「
県

営
住

宅
管

理
シ
ス
テ
ム
」
で
一

体
的

に
管

理
5
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特
公
賃
・
準
特
公
賃
住
宅
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
対
応
し
な
い
場
合

十
九

公
営

住
宅

法
（
昭

和
二

十
六

年
法

律
第

百
九

十
三

号
）
第

二
条

第
十

六
号

に
規

定
す
る
事

業
主

体
で
あ
る
都

道
府

県
知

事
又

は
市

町
村

長
公

営
住

宅
法

に
よ
る
公

営
住

宅
の

管
理

に
関

す
る
事

務
で
あ
っ
て
主

務
省

令
で
定

め
る
も
の

マ
イ
ナ
ン
バ

ー
法

第
９
条

別
表

第
一

○
○

特
定

優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法

律
（
平
成
五
年
五
月
二
十
一
日
法
律
第
五
十
二

号
）
第

十
八
条
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
（
都
道
府

県
知

事
又
は
市
町
村
長
）

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る
法

律
に
よ
る
地

方
公

共
団

体
が

建
設

す
る
賃

貸
住

宅
の

管
理

に
関

す
る
事

務
で
あ
っ
て
主

務
省

令
で
定

め
る
も
の

追
加

●
住

宅
に
困

窮
し
て
い
る
事

情
は

同
じ
な
の

に
、
申

請
す
る
住

宅
の

種
類

が
異

な
る
こ
と
で
添

付
書

類
が

異
な
る
の

は
混

乱
を
招

く

※
公
営
住
宅
、
特
公
賃
・
準
特
公
賃
住
宅
と
も
に
、
被
災
者
に
対
し
て
の
入
居
優
遇
制
度
が
あ
る
が
、
特
公
賃
・
準
特
公
賃
住

宅
の
場
合
は
添
付
書
類
が
必
要
と
な
る
。

※
事
例
と
し
て
、
入
居
者
の
所
得
の
変
動
に
よ
り
、
公
営
住
宅
に
基
づ
く
住
宅
か
ら
特
公
賃
住
宅
へ
の
転
居
も
行
わ
れ
て
お

り
、
転

居
の

際
に
添

付
書

類
が

生
じ
る
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
法

で
は

、
個

人
番

号
を
利

用
で
き
る
事

務
を
同

法
第

９
条

別
表

第
一

で
限

定
列

挙
し
て
い
る
。

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る
法

律
の

よ
う
に
、
地

方
公

共
団

体
が

行
う
事

務
が

既
に
法

律
で
定

め
ら
れ

て
い
る
が

マ
イ
ナ
ン
バ

ー
法

で
挙

げ
ら
れ

て
い
な
い
場

合
、
当

該
事

務
の

利
用

を
禁

じ
て
い

る
と
解

さ
れ

る
。

※
地
方
公
共
団
体
が
社
会
保
障
・
税
に
関
す
る
事
務
と
し
て
、
独
自
利
用
す
る
と
す
る
判
断
は
困
難
。

別
表

第
一

に
記

載
さ
れ

て
い
な
い
法

律
に
よ
る
事

務
も
対

応
で
き
る
よ
う
改

善
を
求

め
る
！

6
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7

そ
の

他
の

混
乱

を
招

く
と
思

わ
れ

る
例

保
健
所
を
窓
口
と
す
る
各
種
の
申
請
へ
の
対
応
の
場
合

申
請

概
要

実
施

根
拠

必
要
な
添
付
書
類
の
例

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療

費
支
給
認
定
申
請

小
児

が
ん
な
ど
特

定
の

疾
患

に
つ
い
て
、
医

療
費

を
支

給
児
童
福
祉
法

（
厚

生
労

働
省

）

住
民

票
（
世

帯
全

員
）
、
所

得
・
課

税
証
明
（
同
一
の
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世

帯
全

員
）
、
健

康
保

険
証

等

感
染
症
患
者
医
療
費
公
費

負
担
申
請

結
核

な
ど
の

感
染

症
の

患
者

に
対

し
て
、
入

院
勧

告
若

し
く
は

措
置

入
院

を
行

い
、
医

療
費

を
公

費
で
負

担

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
厚

生
労

働
省

）

住
民

票
（
世

帯
全

員
）
、
所

得
･課

税
証

明
（
世

帯
全

員
）
、
健

康
保

険
証

等

特
定

医
療

費
（
指

定
難

病
）

支
給
認
定
申
請

指
定

難
病

の
患

者
に
対

し
て
、
医

療
費

を
支

給
※

予
算

事
業

（
特

定
疾

患
治

療
研

究
事

業
）
が

法
制

化
さ
れ
、
番
号
法
の
別
表
に
追
加

難
病

の
患

者
に
対

す
る
医

療
等

に
関

す
る
法

律
（
厚

生
労

働
省

）
※
H2

6.
5.
23

成
立

H2
7.
1.
1施

行

住
民

票
（
世

帯
全

員
）
、
所

得
課

税
証
明
（
同
一
の
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世

帯
全

員
）
、
健

康
保

険
証

等

○
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
法

別
表

第
一

に
記

載
あ

り

●
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
法

別
表

第
一

に
記

載
な

し

→
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
法

に
よ
り
添

付
書

類
を
削

減

→
各

地
方

公
共

団
体

が
国

の
予

算
事

業
を
活

用
す
る
な
ど
に
よ
り
、
全

国
的

に
同

様
な
事

務
を
行

っ
て
い
る
。

実
施

要
綱

に
基

づ
く
医

療
費

助
成

で
あ
り
、
特

定
医

療
（
指

定
難

病
）
等

と
同

様
の

取
扱

い
と
す
る
た
め
に
は

、
法

整
備

が
必

要
に
な
る
も
の

と
考

え
る
。

申
請

概
要

実
施

根
拠

必
要
な
添
付
書
類
の
例

肝
炎
治
療
受
給
者
証
交
付

申
請

Ｂ
型

及
び
Ｃ
型

ウ
イ
ル

ス
性

肝
炎

の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン

治
療
並
び
に
Ｂ
型
ウ
イ
ル
ス
性

肝
炎
の

核
酸

ア
ナ
ロ
グ

製
剤

治
療

を
受

け
る
患

者
に
対

し
、
医

療
費

を
助

成
す

る
。
（
保

険
適

用
と
な
っ
て
い
る
も
の

に
限

る
。
）

肝
炎
対
策
基
本
法

肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
実
施
要
綱

（
厚

生
労

働
省

）

住
民

票
（
世

帯
全

員
）
、
課

税
証

明
（
世

帯
全

員
）
、
健

康
保

険
証

等

不
妊
治
療
費
等
助
成
金

給
付
申
請

医
療

保
険

適
用

外
の

不
妊

治
療

を
行

っ
た
夫

婦
を
対

象
に
治

療
費

を
助

成
不

妊
に
悩

む
方

へ
の

特
定

治
療

支
援

事
業

実
施

要
綱

（
厚

生
労

働
省

）
住

民
票

（
夫

婦
）
、
所

得
・
課

税
証

明
（
夫

婦
）

等
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